
最高裁秘書第3971号

令和3年12月23日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 I
4

司法行政文書開示通知書

12月1日付け（同月2日受付，第030749号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表（片面で1枚）

開示の実施方法

1

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



裁判官に対する期末手当及び勤勉手当の支給月数表
令和3年12月1日現在
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※公務員の給与改定に関する取扱いについて政府の方針が閣議決定され,令和3年の人事院勧告どおり期末
手当の支給月数を引き下げるものの,令和3年度の引下げに相当する額については,令和4年6月の期末手当
から減額することで調整を行うものとされている。


